
様式第１号（第８条関係）                           

年  月  日 

一宮市住宅省エネ促進補助金交付申請書兼請求書 

（あて先）一宮市長 

一宮市住宅省エネ促進補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請しま

す。 

【申請者情報】 

フリガナ 

氏名

（法人の場合は 

名称及び代表者名） 

担当者名（法人の場合のみ）

電話番号

メールアドレス                ＠ 

（法人の場合は担当者の 

所属する営業所等の所在地）

【国補助事業（先進的窓リノベ2026事業補助金）情報】 

交付確定番号

補助対象経費（税抜き）            円 

交付確定額            円 

【添付書類】申請者（請求者）、振込先口座名義と断熱窓販売証明書等の名義は全て同一人であること。 
（１）国補助事業の額の確定通知書の写し 
（２）法人の場合は３カ月以内に取得した商業登記簿の全部事項証明書の写し 
（３）工事請負契約書の写し（工事内容・内訳の分かるもの） 
（４）断熱窓販売証明書（様式第２号） 
（５）申請者本人名義の通帳など、口座内容が確認できる書類の写し（金融機関名、支店名、口座名 
義人、口座番号、預貯金種別が記載されたページ） 

（表面）              ⇒裏面に続く

〒
※住民票の登録住所住所

※「いいえ」の場合のみ記入

〒

一宮市

申請者本人住所と設置住所が同じ ⇒  はい ／ いいえ ※〇で囲む設置住所

－   －

設置住所

※携帯電話も可



＜補助金申請の同意・誓約事項＞ ※１～８は必ずチェックをしてください。

内容 同意・誓約欄

☑チェック 

１ 以下の要件のいずれかに該当する。 

（１）一宮市内に所在する既存住宅を所有する個人又は居住者 

（２）一宮市内に所在する既存住宅を所有し、賃貸に供する法人又は個人事業主 

（３）一宮市内に所在する既存住宅の賃借人 

□ 

２ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴対法」という。）第２条第６号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴対法第２条第２号に規定する暴力団

若しくは暴力団員と緊密な関係を有する者でない。 

□ 

３ 一宮市税に滞納がない。 □ 

４ 設置した窓に対して、申請者以外（家族等）が別に申請していない。 □ 

５ 申請書に必要な添付書類を同封している 

（１）国補助事業の額の確定通知書の写し

（２）法人の場合は３カ月以内に取得した商業登記簿の全部事項証明書の写し 

（３）工事請負契約書の写し（工事内容・内訳の分かるもの） 

（４）断熱窓販売証明書（様式第２号） 

（５）申請者本人名義の通帳など、口座内容が確認できる書類の写し（金融機関名、 

支店名、口座名義人、口座番号、預貯金種別が記載されたページ） 

□ 

６ 補助事業の適正な実施を図るため、調査等（設置場所屋内への入室）を依頼した場合、協

力する。 
□ 

７ 補助金受領後に上記の各項目の内容と相違が発生した場合は交付された補助金を市が指定

する期日までに返還する。 
□ 

８ 本補助金の交付事務に必要な内容に関し、住民基本台帳を閲覧することに同意する。 

※一宮市以外に住民登録のある方又は同意しない場合は、住民票の写しを提出してください。

※法人の場合は、３カ月以内に取得した商業登記簿の全部事項証明書の写しを提出してく

ださい。

□ 

一宮市住宅省エネ促進補助金交付要綱第８条第１項に基づき、つぎのとおり請求します。 

【振込先】 

 □銀行 □農協 

□金庫 □信用金庫 

□支 店 

□出張所 

①銀行等 預貯金の種別 □普通      □当座 

口座番号        

②ゆうちょ銀行 記号番号 
1    0  

フリガナ  

口座名義人 
（申請者本人名義の口座に限る）

請求金額      円 

※ゆうちょ銀行以外

金融機関
①
、
②
ど
ち
ら
か
の
口
座
情
報

を
選
択
し
、
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

補助金交付額 請求金額と同じ 不交付
（裏面）

※事務処理欄につき記入不要


